
人 企 ― ４ ６ ０

令和８年４月１日

人 事 院 事 務 総 長

「任用関係の承認申請等の手続について」の一部改正について（通

知）

「任用関係の承認申請等の手続について（平成２１年３月１８日人企―５３

７）」の一部を下記のとおり改正したので、令和８年４月１日以降は、これに

よってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」

という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、こ

れを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応

する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正後欄に掲

げる標記部分に傍線を付した別紙で改正前欄にこれに対応する別紙を掲げていな

いものは、これを加える。

改 正 後 改 正 前

任用関係の承認申請等は次の各項 任用関係の承認申請等は次の各項

に掲げる申請等の場合に応じ、当該 に掲げる申請等の場合に応じ、当該

各項⑵に定める申請先等に提出して 各項⑵に定める申請先等に提出して



行うものとする。 行うものとする。

１ 人事院規則８―１２（職員の任 １ 人事院規則８―１２（職員の任

免）の運用について（平成２１年 免）の運用について（平成２１年

３月１８日人企―５３２。以下 ３月１８日人企―５３２。以下

「規則８―１２運用通知」とい 「規則８―１２運用通知」とい

う。）第９条関係第３項の規定に う。）第９条関係第３項の規定に

基づく他名簿の認定申請の場合 基づく他名簿の認定申請の場合

⑴ 提出書類 ⑴ 提出書類

他名簿認定申請書（別紙１の 他名簿認定申請書（別紙１の

１の様式による。） 様式による。）

⑵ （略） ⑵ （略）

２ 人事院規則８―１２（職員の任 （新設）

免）（以下「規則８―１２」とい

う。）第９条第４項の規定に基づ

く特定機関における採用の支障の

認定及び他名簿の指定の申請の場

合

⑴ 提出書類

他名簿指定申請書（別紙１の

２の様式による。）

⑵ 申請先

人事院事務総長

３ 規則８―１２第１２条第２項の ２ 人事院規則８―１２（職員の任

規定に基づく任命結果の通知の場 免）（以下「規則８―１２」とい

合 う。）第１２条第２項の規定に基

づく任命結果の通知の場合



⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

４～１０ （略） ３～９ （略）



別紙１の１ 別紙１

他名簿認定申請書 他名簿認定申請書

文書番号 文書番号
令和 年 月 日 令和 年 月 日

人 事 院 事 務 総 長 人 事 院 事 務 総 長
人事院 事務局長 殿 人事院 事務局長 殿
人事院沖縄事務所長 人事院沖縄事務所長

申請者 申請者

「人事院規則８― 12（職員の任免）の運用について」第９条関係第３項の規 「人事院規則８― 12（職員の任免）の運用について」第９条関係第３項の規
定に基づき、試験機関が適当と認める他の名簿について、下記のとおり申請し 定に基づき、試験機関が適当と認める他の名簿について、下記のとおり申請し
ます。 ます。

記 記

１ 名簿の名称 １ 名簿の名称
２ 採用予定官職（職務の級及び職務内容）及び官職数 ２ 採用予定官職（職務の級及び職務内容）及び官職数
３ 当該官職を志望する者が５人未満である事情その他申請を必要とする事情 ３ 当該官職を志望する者が５人未満である事情その他申請を必要とする事情
４ 採用予定時期 ４ 採用予定時期



別紙１の２ （別紙を加える）

他名簿指定申請書

文書番号
令和 年 月 日

人事院事務総長 殿

申請者

人事院規則８― 12 第９条第４項の規定に基づき、採用の支障及び人事院が
指定する名簿について、下記のとおり申請します。

記

１ 採用予定の特定機関（規則８― 12 第９条第４項に規定する特定機関をい
う。以下同じ。）の名称及び所在地
２ 上記１の管轄区域（都道府県）
３ 名簿の名称
４ 採用予定官職（職務の級及び職務内容）及び官職数
５ 採用の支障の具体的な状況及び上記３の名簿からの採用候補者を特定機関
に属する官職に就けることを必要とする事情
６ 採用予定時期



以 上


